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※お問い合わせの「Ｇ」は「グループ」を表します。

■
国
民
健
康
保
険
税
の
支
払

い
方
法
の
変
更
に
つ
い
て 

（
町
民
税
務
課
）

　

平
成　

年
４
月
か
ら
国
民
健
康
保

２０

険
税
の
特
別
徴
収
（
国
保
に
加
入
し

て
い
る
方
が　

歳
以
上　

歳
未
満
の

６５

７５

み
の
世
帯
で
、
年
金
か
ら
直
接
天
引

き
納
付
を
す
る
制
度
）
が
開
始
さ
れ

て
お
り
ま
す
。

　

申
し
出
に
よ
り
、
保
険
税
の
徴
収

方
法
を
特
別
徴
収
か
ら
口
座
振
替
へ

変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
申
し
出
の
時
期
に
よ
り
特

別
徴
収
か
ら
の
切
替
時
期
が
変
わ
り

ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

す
で
に
申
し
出
を
さ
れ
て
い
る
場

合
に
は
手
続
き
の
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

税
務
Ｇ
（
内
線
２
５
３
）

■
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適

用
及
び
後
期
高
齢
者
医
療
の

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
に
つ
い
て　
　
　

（
町
民
税
務
課
）

　

国
民
健
康
保
険
及
び
後
期
高
齢
者

医
療
の
被
保
険
者
の
方
が
入
院
さ
れ

る
と
き
に
、
治
療
に
か
か
る
費
用
や

食
事
代
が
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
と

な
る
制
度
で
す
。

　

所
得
審
査
を
行
っ
た
う
え
、
該
当

す
る
方
に
つ
き
ま
し
て
は
８
月
１
日

�
か
ら
の
新
し
い
「
減
額
認
定
証
」

を
交
付
し
ま
す
。（
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
の
方
は
世
帯
で
審
査
し
、
住

民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
方
が
い
る

場
合
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。）

　

次
の
も
の
を
持
参
し
て
町
民
税
務

課
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

○
持
参
す
る
も
の

・
保
険
証

・
現
在
使
用
中
の
減
額
認
定
証

　
（
お
持
ち
の
方
）

・
印
鑑

○
お
問
い
合
わ
せ

　

町
民
Ｇ
（
内
線
２
３
３
）

■
住
基
カ
ー
ド
は
公
的
な
証

明
書
と
し
て
使
え
ま
す 

（
町
民
税
務
課
）

　

写
真
付
き
の
住
民
基
本
台
帳
カ
ー

ド
（
住
基
カ
ー
ド
）
は
運
転
免
許
証

な
ど
と
同
様
に
公
的
な
証
明
書
と
し

て
お
使
い
い
た
だ
け
ま
す
。

　

運
転
免
許
証
の
自
主
返
納
を
お
考

え
の
方
や
パ
ス
ポ
ー
ト
を
お
持
ち
で

な
い
方
、
公
的
な
証
明
書
を
取
得
し

た
い
と
考
え
て
い
る
方
は
住
基
カ
ー

ド
を
ぜ
ひ
取
得
く
だ
さ
い
。

※
住
基
カ
ー
ド
の
交
付
申
請
に
は
運

転
免
許
証
な
ど
の
本
人
確
認
書
類
が

必
要
で
す
。
運
転
免
許
証
の
自
主
返

納
を
お
考
え
の
方
は
住
基
カ
ー
ド
取

得
後
に
自
主
返
納
を
し
て
い
た
だ
く

と
手
続
き
が
ス
ム
ー
ズ
で
す
。

　

交
付
申
請
の
手
続
き
に
は
一
定
の

要
件
が
あ
り
ま
す
の
で
お
問
い
合
わ

せ
の
う
え
お
越
し
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

町
民
Ｇ
（
内
線
２
３
１
）

■
取
り
壊
し
、
新
築
・
増
築

し
た
家
屋
等
は
あ
り
ま
せ
ん

か
？ 

（
町
民
税
務
課
）

　

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日

に
土
地
・
家
屋
を
所
有
し
て
い
る
方

に
か
か
り
ま
す
。
今
年
中
に
家
屋
等

を
取
り
壊
し
た
り
、
新
築
・
増
築
を

予
定
し
て
い
る
方
（
ま
た
は
す
で
に

済
ん
だ
方
）
は
、
お
早
め
に
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

税
務
Ｇ
（
内
線
２
５
２
）

■
子
宮
頸
が
ん
の
予
防
接
種

に
つ
い
て 

（
健
康
福
祉
課
）

　

今
年
4
月
か
ら
、
子
宮
頸
が
ん
ワ

ク
チ
ン
の
全
額
公
費
負
担
（
無
料
）

に
よ
る
助
成
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

子
宮
頸
が
ん
ワ
ク
チ
ン
は
、
一
時

全
国
的
に
不
足
し
て
い
ま
し
た
が
、

医
療
機
関
へ
の
供
給
が
可
能
に
な
り

ま
し
た
。

　

今
年
度
の
助
成
対
象
者
は
中
学
校

１
年
生
か
ら
高
校
１
年
生
程
度
の
年

齢
の
女
子
で
す
。
こ
の
ワ
ク
チ
ン
は

十
分
な
予
防
効
果
を
得
る
た
め
、
6

カ
月
間
を
か
け
て
3
回
接
種
が
必
要

で
す
。（
２
回
目
の
接
種
は
１
回
目

の
接
種
か
ら
１
カ
月
、
３
回
目
の
接

種
は
２
回
目
の
接
種
か
ら
５
カ
月
を

経
過
し
な
い
と
接
種
で
き
ま
せ
ん
）

　

今
年
度
助
成
期
間
中
に
3
回
が
完

了
す
れ
ば
全
額
無
料
で
接
種
可
能
で
す
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
１
回
目
の
接
種

を
９
月
末
ま
で
に
済
ま
せ
る
必
要
が

あ
り
ま
す
が
、
体
調
不
良
等
で
接
種

時
期
が
遅
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
８
月
末
ま
で
に
接
種
す
る
こ
と

を
お
勧
め
し
ま
す
。

　

平
成　

年
４
月
１
日
以
降
の
接
種

２４

は
自
己
負
担
に
な
り
ま
す
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

保
健
セ
ン
タ
ー�
　

１
９
１
０

（84）

■
麻
し
ん
・
風
し
ん
予
防
接

種
４
期
の
特
例
措
置
に
つ
い

て 

（
健
康
福
祉
課
）

　

麻
し
ん
・
風
し
ん
予
防
接
種
４
期

は
、
高
校
３
年
生
に
相
当
す
る
年
齢

で
あ
る
者
（
平
成
５
年
４
月
２
日
か

ら
平
成
６
年
４
月
１
日
生
ま
れ
）
が

対
象
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
修
学
旅

行
や
学
校
行
事
と
し
て
の
研
修
旅
行

で
海
外
に
行
く
な
ど
、
特
別
な
事
情

が
あ
る
場
合
は
、
高
校
２
年
生
に
相

当
す
る
年
齢
で
あ
る
者
（
平
成
６
年

４
月
２
日
か
ら
平
成
７
年
４
月
１
日

生
ま
れ
）
も
接
種
で
き
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

　

た
だ
し
、
接
種
は
平
成　

年
３
月

２４

　

日
ま
で
に
限
り
ま
す
。

３１
　

接
種
を
希
望
す
る
場
合
は
、
事
前

に
保
健
セ
ン
タ
ー
ま
で
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

保
健
セ
ン
タ
ー�
　

１
９
１
０

（84）
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